
 

 

設楽町障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  

 

   令和７年１２月２６日 

 

 

                    設楽町長  土 屋  浩 

 



令和７年設楽町規則第２０号 

 

設楽町障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 

設楽町障害者医療費支給条例施行規則（平成17年設楽町規則第78号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第４条を次のように改める。 

(受給者証の交付申請) 

第４条 条例第６条第１項の規定による申請は、条例第２条第１号から第４号までのいずれかに該

当するものにあっては障害者医療費受給者証交付申請書(様式第１)を、条例第２条第５号又は第

６号に該当するものにあっては精神障害者医療費受給者証交付申請書(様式第２)を町長に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定による申請には、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「保険法」という。)

の規定による被保険者又は前条各号に掲げる法令(以下「社会保険各法」という。)の規定による

被保険者若しくは被扶養者、組合員若しくは加入者であることを確認できる書類その他条例で定

める受給資格者(以下「受給資格者」という。)であることを明らかにする書類を添えなければな

らない。 

３ 町長は、第１項の規定による申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確

認したときは、障害者医療費受給者証交付申請書を提出した者にあっては障害者医療費受給者証

(様式第３)を、精神障害者医療費受給者証交付申請書を提出した者にあっては精神障害者医療費

受給者証(条例第２条第５号に該当するものにあっては様式第４、同条第６号に該当するものに

あっては様式第５。)を交付するものとする。 

 



第15条を第16条とする。 

 

第14条の見出し中「障害者医療」を「医療費」に改め、同条を第15条とし、第13条を第14条とす

る。 

 

第12条中「様式第８」を「様式第16」に改め、同条を第13条とし、第11条を第12条とする。 

 

第10条中「条例第３条の規定」を「受給資格者」に改め、「、又は条例第４条の規定に該当する

に至ったとき」を削り、「障害者医療費受給資格喪失届(様式第７)により」を「障害者医療費受給

者証の交付を受けた者にあっては障害者医療費受給資格喪失届(様式第14)により、精神障害者医療

費受給者証の交付を受けた者にあっては精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第15)により」に改

め、同条を第11条とする。 

 

第９条第１項中「条例第８条」を「条例第９条」に改め、同項第２号中「町の区域内における」

を削り、同項第３号中「身体障害者手帳の記載事項、第２条第２号の判定の内容又は第２条第３号

の診断の内容」を「第２条第１号の判定の内容又は同条第２号の診断の内容」に改め、同項中第７

号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、同項第４号中「条例第５条」を「条

例第７号」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 第６条第２項各号に掲げる書類の記載事項 

 

第９条第２項中「障害者医療費受給資格等変更届(様式第６)」を「障害者医療費受給者証の交付

を受けた者にあっては障害者医療費受給資格等変更届(様式第12)により、精神障害者医療費受給者

証の交付を受けた者にあっては精神障害者医療費受給資格等変更届(様式第13)」に改め、同条を第

10条とする。 



 

第８条第１項中「条例第７条」を「条例第８条」に、「障害者医療費請求書」を「当該医療費に

係る請求書」に改め、同条第２項中「前項に規定する請求があったときは、前条に規定する申請が

あったものとみなす」を「前項の請求書に係る審査及び支払に関する事務を委託することができる」

に改め、同条を第９条とする。 

 

第７条第１項中「条例第５条第１項に規定する医療費の支給を受けようとする者は、障害者医療

費支給申請書(様式第５)を町長に提出しなければならない」を「障害者医療費受給者証の交付を受

けた者であって、条例第８条第１項ただし書の規定により医療費の支給を受けようとするものは、

障害者医療費支給申請書(様式第10)を町長に提出しなければならない」に改め、同条第２項中「前

項」を「第１項又は前項」に、「条例第５条第１項に規定する医療に関する給付」を「保健法又は

社会保険各法の規定による当該医療に関する給付」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者であって、条例第８条第１項ただし書の規定によ

り医療費の支給を受けようとするもの又は条例第８条第２項の規定により医療費の支給を受け

ようとする者は、精神障害者医療費支給申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。 

 

第７条を第８条とする。 

 

第６条第１項中「障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第４)」を「障害者医療費受給者証の

交付を受けた者にあっては障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第８)により、精神障害者医療

費受給者証の交付を受けた者にあっては精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第９)」に改

め、同条を第７条とする。 

 



第５条第１項中「受給者証の交付を受けている者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を

受けようとするときは、あらかじめ、障害者医療費受給者証更新申請書(様式第３)に有効期限の後

も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて町長に提出しなければなら

ない」を「受給者証の交付を受けた者が受給者証の更新を受けようとするときは、条例第２条第１

号から第４号までのいずれかに該当するものにあっては障害者医療費受給者証更新申請書(様式第

６)を、条例第２条第５号又は第６号に該当するものにあっては精神障害者医療費受給者証更新申請

書(様式第７)を町長に提出してしなければならない」に改め、同条第２項中「前項に規定する申請

には、前条第２項及び第３項の規定を準用する」を「第４条第２項及び第３項並びに前条の規定は、

受給者証の更新について準用する」に改め、同項後段を削り、同条を第６条とする。 

 

第４条の次に次の１条を加える。 

(受給者証の有効期間) 

第５条 障害者医療費受給者証又は精神障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の有効

期間は、前条第３項の規定による確認があった日の属する月の初日(受給者証の交付を受ける者

がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)

から開始日以後３回目に到来する７月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、

受給資格者でなくなる日)までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給者証の交付を受ける者が次に掲げる書類を所持するものである

場合(当該書類の有効期間の末日が前項に規定する有効期間の末日前である場合に限る。)の受給

者証の有効期間の末日は、当該書類の有効期間の末日と同一とする。 

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第４項の規定により交付を受ける身体障

害者手帳 

(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所等において知的障害と判定され

た者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第１項の指定都



市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。) 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第２項の規定に

より交付を受ける精神障害者保健福祉手帳 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第

54条第３項の規定により交付を受ける自立支援医療受給者証 

 

 様式第１を次のように改める。 

様式第1(第4条関係) 

障害者医療費受給者証交付申請書 

年  月  日   

 設楽町長    様 

住 所  愛知県北設楽郡設楽町        

申請者                        

氏 名                    

電 話                    

 下記のとおり障害者医療費受給者証を交付してください。 

受
給
資
格
者 

住 所 

 
世帯主との

続 柄 

  

ふ り が な 
氏 名 

 

 

生 年
月 日 

年   月   日 

加

入

医

療

保

険

 

被 保 険 者 

住 所 
  

氏 名 
  

記 号 番 号               

保険者の名
称 

  付 加
給 付 

有・無 

保険者の所
在 地 

  

障

害

区

分 

1 身体障害者1．2．3級     4 知能指数50以下 

2 腎臓機能障害4級       5 自閉症状群 

3 進行性筋萎縮症4，5，6級 

手帳等 

記号番号 身障：     療育：       



交付年月日 身障：     療育：       再判定日  

有効期間  年 月 日から 年 月 日まで 受 給 者 番 号 

交

付

事

由 

 

1．手帳交付  2．転入  3．再判定 

4．その他（    ） 

 

（交付事由発生年月日   年  月  日） 

 

備

考 

  

 

様式第２を次のように改める。 

様式第2(第4条関係) 

精神障害者医療費受給者証交付申請書 

 

  年  月  日 

 

 設楽町長  様 

 

住 所 愛知県北設楽郡設楽町      

申請者                     

氏 名                 

電 話                 

 

 下記のとおり精神障害者医療費受給者証の交付を申請します。 

受給者番号  

受
給
者 

住 所  

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 

 

生年月日 

氏 名 
年  月  日 

世帯主との続柄  

世
帯
主 

ﾌﾘｶ゙ ﾅ  生年月日 

氏 名  年  月  日 

加
入
医
療
保
険 

被保険者名 

（世帯主） 
  

保険種別  記号・番号  

保険者 

名称   

所在地  



資格取得年月日 年  月  日 附加給付の有無 有  無 

障
害
区
分 

1 精神障害者保健福祉手帳１級 

2 精神障害者保健福祉手帳２級 

3 障害者自立支援医療該当 

交
付
事
由 

1.手帳交付 2．転入 3.再判定 

4.その他（         ） 

（交付事由発生年月日 年 月 日） 

手
帳
等 

記号番号  

交付年月日 年 月 日 再判定 年 月 日 

有効期間   年 月 日 から  年 月 日 まで 

備考  

 

様式第３を次のように改める。 

 

様式第４を次のように改める。 



 

様式第５を次のように改める。 

 

様式第６を次のように改める。 

様式第6(第6条関係) 

障害者医療費受給者証更新申請書 

年  月  日   

 設楽町長    様 



住 所  愛知県北設楽郡設楽町        

申請者                        

氏 名                    

電 話                    

 下記のとおり障害者医療費受給者証を交付してください。 

受
給
資
格
者 

住 所 

 
世帯主との

続 柄 

  

ふ り が な 
氏 名 

 

 

生 年
月 日 

年   月   日 

加

入

医

療

保

険

 

被 保 険 者 

住 所 
  

氏 名 
  

記 号 番 号               

保険者の名
称 

  付 加
給 付 

有・無 

保険者の所
在 地 

  

障

害

区

分 

1 身体障害者1．2．3級     4 知能指数50以下 

2 腎臓機能障害4級       5 自閉症状群 

3 進行性筋萎縮症4，5，6級 

手

帳

等 

記号番号 身障：     療育：       

交付年月日 身障：     療育：       再判定日  

有効期間  年 月 日から 年 月 日まで 受 給 者 番 号 

交

付

事

由 

 

1．手帳交付  2．転入  3．再判定 

4．その他（    ） 

 

（交付事由発生年月日   年  月  日） 

 

備

考 

  

 



 

様式第７を次のように改める。 

様式第7(第6条関係) 

精神障害者医療費受給者証更新申請書 

 

  年  月  日 

 

 設楽町長  様 

 

住 所 愛知県北設楽郡設楽町      

申請者                     

氏 名                 

電 話                 

 

 下記のとおり精神障害者医療費受給者証の交付を申請します。 

受給者番号  

受
給
者 

住 所  

ﾌﾘｶ゙ ﾅ 

 

生年月日 

氏 名 
年  月  日 

世帯主との続柄  

世
帯
主 

ﾌﾘｶ゙ ﾅ  生年月日 

氏 名  年  月  日 

加
入
医
療
保
険 

被保険者名 

（世帯主） 
  

保険種別  記号・番号  

保険者 

名称   

所在地  

資格取得年月日 年  月  日 附加給付の有無 有  無 

障
害
区
分 

1 精神障害者保健福祉手帳１級 

2 精神障害者保健福祉手帳２級 

3 障害者自立支援医療該当 

交
付
事
由 

1.手帳交付 2．転入 3.再判定 

4.その他（         ） 

（交付事由発生年月日 年 月 日） 

手
帳
等 

記号番号  

交付年月日 年 月 日 再判定 年 月 日 

有効期間   年 月 日 から  年 月 日 まで 

備考  

 



様式第８を次のように改める。 

 



様式第８の次に次の８様式を加える。 

 



 



様式第11(第8条関係) 

 

精神障害者医療費支給申請書 

 

  年  月  日 

 

  設楽町長    様 

 

住 所            

申請者                

氏 名          印 

 

 下記のとおり医療費を支給してください。 

 

受

給

資

格

者 

受給者証

記号番号 
  加

入

保

医

療

保

険 
保険証の

記号番号 
  

住 所   
被保険者

氏 名 
  

氏 名   保 険 者   

生年月日  年 月 日 
附加給付

の 状 況 
有 ・ 無 

傷 病 名   通 院 区 分 
入 院 

入 院 外 

医 療 機 関 
所在地 

名 称 

医療費総額 円 

申 請 額 円 

支 払 方 法 

 

金融機関名（          ） 預金種類（ 普通・当座 ） 

 

フリガナ   

口座番号（        ） 口座名義（          ） 

 

申 請 理 由   

 



 

様式第12(第10条関係) 

 

  
受給者番

号 

  

 

障害者医療費受給資格等変更届 

 

 

年  月  日   

  設楽町長    様 

 

 

住 所             

申請者                 

氏 名             

電 話             

下記のとおり、障害者医療費の受給資格に変更がありました。 

区 分 変更後 変更前 

事     由 

 

 

1.変更 

□ 氏名の変更 

□市内転居 

□医療保険加入状況の変

更 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

2.喪失 

□死亡 

□他市町村へ転出 

□医療保険加入者資格の

喪失 

□後期高齢資格取得 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

受

給

者 

住 所 
    

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏 名 

    

加

入

医

療

保

険 

被

保

険

者

等 

氏 名 
  

続 柄 
    

住 所 
    

記 号 番 号 
  

  

  

保 険 者 名 
  

所 在 地   

給 付 の 内 容 

( 付 加 給 付 ) 
  

そ の 他 （   ）  

備 考  

※該当する□の中にレ点を記入してください。 

 



様式第13(第10条関係) 

 

  
受給者番

号 

  

 

精神障害者医療費受給資格等変更届 

 

 

年  月  日   

  設楽町長    様 

 

 

住 所             

申請者                 

氏 名             

電 話             

下記のとおり、精神障害者医療費の受給資格に変更がありました。 

区 分 変更後 変更前 

事     由 

 

 

1.変更 

□ 氏名の変更 

□市内転居 

□医療保険加入状況の変

更 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

2.喪失 

□死亡 

□他市町村へ転出 

□医療保険加入者資格の

喪失 

□後期高齢資格取得 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

受

給

者 

住 所 
    

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏 名 

    

加

入

医

療

保

険 

被

保

険

者

等 

氏 名 
  

続 柄 
    

住 所 
    

記 号 番 号 
  

  

  

保 険 者 名 
  

所 在 地   

給 付 の 内 容 

( 付 加 給 付 ) 
  

そ の 他 （   ）  

備 考  

※該当する□の中にレ点を記入してください。 

 



様式第14(第11条関係) 

 

  
受給者番

号 

  

 

障害者医療費受給資格等喪失届 

 

 

年  月  日   

  設楽町長    様 

 

 

住 所             

申請者                 

氏 名             

電 話             

下記のとおり、障害者医療費の受給資格に喪失しました。 

区 分 変更後 変更前 

事     由 

 

 

1.変更 

□ 氏名の変更 

□市内転居 

□医療保険加入状況の変

更 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

2.喪失 

□死亡 

□他市町村へ転出 

□医療保険加入者資格の

喪失 

□後期高齢資格取得 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

受

給

者 

住 所 
    

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏 名 

    

加

入

医

療

保

険 

被

保

険

者

等 

氏 名 
  

続 柄 
    

住 所 
    

記 号 番 号 
  

  

  

保 険 者 名 
  

所 在 地   

給 付 の 内 容 

( 付 加 給 付 ) 
  

そ の 他 （   ）  

備 考  

※該当する□の中にレ点を記入してください。 

 



様式第15(第11条関係) 

 

  

 

障害者医療費受給資格等喪失届 

 

 

年  月  日   

  設楽町長    様 

 

住 所             

申請者                 

氏 名             

電 話             

 

下記のとおり、精神障害者医療費の受給資格に喪失しました。 

受給者番号  

区 分 新 旧 

事     由 

 

 

□死亡 

□他市町村へ転出 

□医療保険加入者資格の

喪失 

□後期高齢資格取得 

□その他（    ） 

上記の事由発生年月日

（    ） 

 

受

給

者 

住 所 
    

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏 名 

    

加

入

医

療

保

険 

被

保

険

者

等 

氏 名 
  

続 柄 
    

住 所 
    

記 号 番 号 
  

  

  

保 険 者 名 
  

所 在 地   

給 付 の 内 容 

( 付 加 給 付 ) 
  

そ の 他 （   ）  

備 考  

※該当する□の中にレ点を記入してください。 

 



様式第16(第13条関係) 

第三者の行為による被害届 

 

年  月  日   

 

  設楽町長    様 

 

住 所             

氏 名             

受 給 者 番 号 
  

受

給

者 

住 所 設楽町 

氏 名 
  

生年月日   

事故発生年月日 
  

事 故 発 生 場 所   

第 三 者 の 住 所 
  

第 三 者 の 氏 名   

被害の状況 

  

 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

(設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則の廃止) 

２ 設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成20年設楽町規則第16号)は、廃止す

る。 

(経過措置) 



３ この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の設楽町障害者医療

費の支給に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってなされた処分、

手続その他の行為は、この規則による改正後の設楽町障害者医療費の支給に関する条例施行規則

(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。 

４ 施行日前に附則第２項の規定による廃止前の設楽町精神障害者医療費の支給に関する条例施行

規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正

後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

５ 前２項に定めるもののほか、改正前の規則第４条第２項の規定により交付された障害者医療費

受給者証及び廃止前の規則第３条第２項の規定により交付された精神障害者医療費受給者証に

ついては、これらの有効期間に限り、改正後の規則第４条第３項に規定する障害者医療費受給者

証及び精神障害者医療費受給者証とみなし、その効力を有するものとする。 

６ この規則の施行後においても、当分の間、従前の様式による申請書等を使用することができる。 
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設楽町障害者医療費支給条例施行規則（平成17年設楽町規則第78号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（受給者証の交付申請） （受給者証の交付申請） 

第４条 条例第６条第１項の規定による申請は、条

例第２条第１号から第４号までのいずれかに該当

するものにあっては障害者医療費受給者証交付申

請書（様式第１）を、条例第２条第５号又は第６

号に該当するものにあっては精神障害者医療費受

給者証交付申請書（様式第２）を町長に提出しな

ければならない。 

第４条 条例第６条第１項に規定する受給者証（様

式第１）の交付を受けようとする者は、障害者医

療費受給者証交付申請書（様式第２）に受給資格

者であることを証する書類を添えて町長に提出す

るものとする。 

２ 前項の規定による申請には、国民健康保険法（昭

和33年法律第192号。以下「保険法」という。）

の規定による被保険者又は前条各号に掲げる法令

（以下「社会保険各法」という。）の規定による

被保険者若しくは被扶養者、組合員若しくは加入

者であることを確認できる書類その他条例で定め

る受給資格者（以下「受給資格者」という。）で

あることを明らかにする書類を添えなければなら

ない。 

２ 町長は、前項に規定する申請があった場合にお

いて、その者が受給資格者であることを確認した

ときは、受給者証を交付するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定による申請があった場合

において、その者が受給資格者であることを確認

したときは、障害者医療費受給者証交付申請書を

提出した者にあっては障害者医療費受給者証（様

式第３）を、精神障害者医療費受給者証交付申請

書を提出した者にあっては精神障害者医療費受給

者証（条例第２条第５号に該当するものにあって

は様式第４、同条第６号に該当するものにあって

は様式第５。）を交付するものとする。 

３ 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認が

あった日の属する月の初日（その者がその日にお

いて受給資格者でない場合は、受給資格者となっ

た日。以下「開始日」という。）からその者が受

給資格者でなくなる日（以下「有効期限」という。）

までとする。 

 ４ 前項において、有効期限が定められていない場

合は、開始日以後３回目に到達する７月31日を有

効期限とする。 

（受給者証の有効期間）  

第５条 障害者医療費受給者証又は精神障害者医療

費受給者証（以下「受給者証」という。）の有効

期間は、前条第３項の規定による確認があった日

の属する月の初日（受給者証の交付を受ける者が
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その日において受給資格者でない場合は、受給資

格者となった日。以下「開始日」という。）から

開始日以後３回目に到来する７月31日（その者が

その日までに受給資格者でなくなる場合は、受給

資格者でなくなる日）までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給者証の交付を受

ける者が次に掲げる書類を所持するものである場

合（当該書類の有効期間の末日が前項に規定する

有効期間の末日前である場合に限る。）の受給者

証の有効期間の末日は、当該書類の有効期間の末

日と同一とする。 

 

(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第15条第４項の規定により交付を受ける身体障

害者手帳 

 

(2) 療育手帳（知的障害者の福祉の充実を図るた

め、児童相談所等において知的障害と判定され

た者に対して都道府県知事又は地方自治法（昭

和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定

都市の長から支給される手帳で、その者の障害

の程度その他の事項の記載があるものをいう。） 

 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定

により交付を受ける精神障害者保健福祉手帳 

 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第123号）第5

4条第３項の規定により交付を受ける自立支援

医療受給者証 

 

（受給者証の更新申請等） （受給者証の更新申請等） 

第６条 受給者証の交付を受けた者が受給者証の更

新を受けようとするときは、条例第２条第１号か

ら第４号までのいずれかに該当するものにあって

は障害者医療費受給者証更新申請書（様式第６）

を、条例第２条第５号又は第６号に該当するもの

にあっては精神障害者医療費受給者証更新申請書

（様式第７）を町長に提出してしなければならな

い。 

第５条 受給者証の交付を受けている者が、有効期

限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとす

るときは、あらかじめ、障害者医療費受給者証更

新申請書（様式第３）に有効期限の後も引き続き

受給資格者であることを証明することができる書

類を添えて町長に提出しなければならない      

                                            

  。 

２ 第４条第２項及び第３項並びに前条の規定は、 ２ 前項に規定する申請には、前条第２項及び第３
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受給者証の更新について準用する。             

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

  

項の規定を準用する            。この場合にお

いて、前条第３項中「前項に規定する確認があっ

た日の属する月の初日（その者がその日において

受給資格者でない場合は、受給資格者となった

日。」とあるのは、「前回の有効期限の翌日（」

と、「開始日」とあるのは「更新日」と読み替え

る。 

３ （略） ３ （略） 

（受給者証の再交付） （受給者証の再交付） 

第７条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又

は汚損したときは、障害者医療費受給者証の交付

を受けた者にあっては障害者医療費受給者証再交

付申請書（様式第８）により、精神障害者医療費

受給者証の交付を受けた者にあっては精神障害者

医療費受給者証再交付申請書（様式第９）を町長

に提出し、受給者証の再交付を受けることができ

る。 

第６条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又

は汚損したときは、障害者医療費受給者証再交付

申請書（様式第４）                           

                                            

                                            

                                     を町長

に提出し、受給者証の再交付を受けることができ

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（医療費支給申請） （医療費支給申請） 

第８条 障害者医療費受給者証の交付を受けた者で

あって、条例第８条第１項ただし書の規定により

医療費の支給を受けようとするものは、障害者医

療費支給申請書（様式第10）を町長に提出しなけ

ればならない。 

第７条 条例第５条第１項に規定する医療費の支給

を受けようとする者は、障害者医療費支給申請書

（様式第５）を町長に提出しなければならない   

                                            

           。 

２ 精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者で

あって、条例第８条第１項ただし書の規定により

医療費の支給を受けようとするもの又は条例第８

条第２項の規定により医療費の支給を受けようと

する者は、精神障害者医療費支給申請書（様式第1

1）を町長に提出しなければならない。 

 

３ 第１項又は前項の申請には、当該医療費につい

て保健法又は社会保険各法の規定による当該医療

に関する給付が行われたことを証する書類、医療

に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要

と認めた書類を添えなければならない。 

２ 前項          の申請には、当該医療費につい

て条例第５条第１項に規定する医療に関する給付

            が行われたことを証する書類、医療

に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要

と認めた書類を添えなければならない。 

（医療費の請求） （医療費の請求） 

第９条 条例第８条第１項の規定により町長から支 第８条 条例第７条第１項の規定により町長から支
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払を受ける医療機関等は、当該医療費に係る請求

書を町長に提出するものとする。 

払を受ける医療機関等は、障害者医療費請求書   

 を町長に提出するものとする。 

２ 前項の請求書に係る審査及び支払に関する事務

を委託することができる        。 

２ 前項に規定する請求があったときは、前条に規

定する申請があったものとみなす。 

（届出事項） （届出事項） 

第10条 条例第９条第１項の規定による規則で定め

る事項は、次のとおりとする。 

第９条 条例第８条第１項の規定による規則で定め

る事項は、次のとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2)                   住所 (2) 町の区域内における住所 

(3) 第２条第１号の判定の内容又は同条第２号の

診断の内容                             

(3) 身体障害者手帳の記載事項、第２条第２号の

判定の内容又は第２条第３号の診断の内容 

(4) 第６条第２項各号に掲げる書類の記載事項  

(5) 条例第７号第１項において医療に関する給付

を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校

振興・共済事業団（以下「保険者等」という。）

又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若し

くは給付の内容 

(4) 条例第５条第１項において医療に関する給付

を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校

振興・共済事業団（以下「保険者等」という。）

又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若し

くは給付の内容 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

２ 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があっ

たときは、当該変更のあった日から起算して14日

以内に障害者医療費受給者証の交付を受けた者に

あっては障害者医療費受給資格等変更届（様式第1

2）により、精神障害者医療費受給者証の交付を受

けた者にあっては精神障害者医療費受給資格等変

更届（様式第13）に当該変更のあったことを証す

る書類を添えて町長に届け出なければならない。 

２ 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があっ

たときは、当該変更のあった日から起算して14日

以内に障害者医療費受給資格等変更届（様式第６）

                                            

                                            

                                            

                に当該変更のあったことを証す

る書類を添えて町長に届け出なければならない。 

（資格喪失の届出） （資格喪失の届出） 

第11条 受給者証の交付を受けた者が受給資格者  

    に該当しなくなったとき                  

                          は、速やかに、障害

者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては障

害者医療費受給資格喪失届（様式第14）により、

精神障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあ

っては精神障害者医療費受給資格喪失届（様式第1

第10条 受給者証の交付を受けた者が条例第３条の

規定に該当しなくなったとき、又は条例第４条の

規定に該当するに至ったときは、速やかに、障害

者医療費受給資格喪失届（様式第７）により     
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5）により、町長に届け出なければならない。          、町長に届け出なければならない。 

（受給者証の添付） （受給者証の添付） 

第12条 （略） 第11条 （略） 

（第三者行為の届出） （第三者行為の届出） 

第13条 医療費の支給事由が第三者の行為によって

生じたものであるときは、医療費の支給を受け、

又は受けようとする者は、第三者の行為による被

害届（様式第16）により、速やかに、町長に届け

出なければならない。 

第12条 医療費の支給事由が第三者の行為によって

生じたものであるときは、医療費の支給を受け、

又は受けようとする者は、第三者の行為による被

害届（様式第８）により、速やかに、町長に届け

出なければならない。 

（添付書類の省略） （添付書類の省略） 

第14条 （略） 第13条 （略） 

（医療費    に関する処分の通知） （障害者医療に関する処分の通知） 

第15条 （略） 第14条 （略） 

（その他） （その他） 

第16条 （略） 第15条 （略） 

  

様式第１（第４条関係） 様式第１（第４条関係） 

（略） （略） 

様式第２（第４条関係） 様式第２（第４条関係） 

（略） （略） 

様式第３（第４条関係） 様式第３（第５条関係） 

（略） （略） 

様式第４（第４条関係） 様式第４（第６条関係） 

（略） （略） 

様式第５（第４条関係） 様式第５（第７条関係） 

（略） （略） 

様式第６（第６条関係） 様式第６（第９条関係） 

（略） （略） 

様式第７（第６条関係） 様式第７（第10条関係） 

（略） （略） 

様式第８（第７条関係） 様式第８（第12条関係） 

（略） （略） 

様式第９(第７条関係)  

（略）  



6/6 

様式第10(第８条関係）  

（略）  

様式第11(第８条関係）  

（略）  

様式第12(第10条関係)  

（略）  

様式第13(第10条関係)  

（略）  

様式第14(第11条関係)  

（略）  

様式第15(第11条関係)  

（略）  

様式第16(第13条関係)  

（略）  

  

  

 


